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長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
四
年
九
月
十
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
七
十
二
号

　
　
　

�

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
二
十
一
年
宮
城
県
規
則
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
の
見
出
し
中
「
認
定
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
」
の
下
に
「
又
は
認
定
長
期
優
良
住
宅
維
持
保
全
計
画
」

を
加
え
る
。

　

第
五
条
第
一
項
中
「
第
三
項
」
を
「
第
七
項
」
に
、「
及
び
法
第
九
条
第
一
項
」
を
「
、
法
第
九
条
第
一
項
又
は
同

条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

　

第
七
条
中
「
認
定
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
」
の
下
に
「
又
は
認
定
長
期
優
良
住
宅
維
持
保
全
計
画
」
を
加
え
る
。

　

様
式
第
五
号
中
「認

定
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画

」
の
下
に
「／

認
定
長
期
優
良
住
宅
維
持
保
全
計
画

」
を
加
え

る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

改
正
前
の
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
様
式
第
五
号
に
つ
い
て
は
、

当
分
の
間
、
改
正
後
の
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
三
十
九
号

　

県
営
土
地
改
良
事
業
に
伴
う
工
事
を
次
の
と
お
り
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十

五
号
）
第
百
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

令
和
四
年
九
月
十
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

地　

区　

名

事　

業　

の　

名　

称

工
事
完
了
年
月
日

七
ヶ
浜

区
画
整
理
事
業
（
農
山
漁
村
地
域
復
興
基
盤
総

合
整
備
事
業
（
復
興
基
盤
総
合
整
備
事
業
））

令
和
四
年
五
月
十
六
日

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
四
十
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
九
月
十
三
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土
木
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事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
四
年
九
月
十
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

奥
松
島
松
島
公
園
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

東
松
島
市
宮
戸
字
元
屋
敷
二
九
番
地
先
か
ら

同
市
宮
戸
字
村
一
六
番
一
地
先
ま
で

前

　

五
・
〇
～

�

一
一
・
一

�

一
、
一
三
〇
・
〇

後

一
三
・
二
～

�

二
〇
・
五

�

一
、
一
三
〇
・
〇

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
四
十
一
号

　

仙
台
市
岩
切
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
に
つ
い
て
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
四
年
九
月
五
日
認
可
し
た
。

　

な
お
、
こ
の
認
可
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台

地
方
裁
判
所
に
こ
の
認
可
に
対
す
る
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
四
年
九
月
十
三
日

�

宮
城
県
仙
台
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

所　

長　
　

松　
　

田　
　
　
　
　

茂　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
四
十
二
号

　

美
里
東
部
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
に
つ
い
て
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
四
年
九
月
二
日
認
可
し
た
。

　

な
お
、
こ
の
認
可
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台

地
方
裁
判
所
に
こ
の
認
可
に
対
す
る
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
四
年
九
月
十
三
日

�

宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

所　

長　
　

佐
々
木　
　
　
　
　

均　
　
　

公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
を
、
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
。

　
　

令
和
四
年
九
月
十
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

入
札
に
付
す
る
事
項

　

１　

購
入
物
品
及
び
納
入
予
定
数
量

　
　

㈠�　

凍
結
防
止
剤
（
粒
状
塩
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
標
準
、
十
ト
ン
車
以
下
、
宮
城
県
仙
台
土
木
事
務
所
管
内
分
）
（
単

価
契
約
）　

千
三
百
ト
ン

　
　

㈡�　

凍
結
防
止
剤
（
粒
状
塩
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
十
ト
ン
車
以
下
、
宮
城
県
仙
台
土
木
事
務
所

管
内
分
）
（
単
価
契
約
）　

二
百
ト
ン

　
　

㈢�　

凍
結
防
止
剤
（
液
状
塩
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
八
ト
ン
車
以
下
、
宮
城
県
仙
台
土
木
事
務
所
管
内
分
）
（
単
価
契

約
）　

百
五
十
二
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

　

２　

購
入
物
品
の
仕
様
等　

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

　

３　

納
入
期
間　

契
約
締
結
の
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

　

４　

納
入
場
所　

宮
城
県
仙
台
土
木
事
務
所
管
内

二　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項

　

１�　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ

る
こ
と
。

　

２�　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
又
は
開
札
時
ま
で
に
宮
城

県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

　

３�　

平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
附
則
第
二
条
の
規

定
に
よ
る
廃
止
前
の
和
議
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
和
議
開
始
の

申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　

４�　

平
成
十
二
年
四
月
一
日
以
後
に
民
事
再
生
法
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
手
続
開
始

の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
第
三
十
三
条
第

一
項
の
再
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
者
に
係
る
同
法
第
百
七
十
四
条
第
一
項
の
再
生
計
画
認
可

の
決
定
が
確
定
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
を
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を

な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

　

５�　

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
更
生
手
続

開
始
の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
（
同
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
更
生
事
件
に
係
る
も
の
を
含
む
。）
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
に
基
づ
く

更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
そ
の
者
に
係
る
更
生
計
画
認
可
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
者
を
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。
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６�　

宮
城
県
か
ら
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
制
限
の
措
置
を
受
け
て
い
る
期
間
中
の
者
で
な
い
こ

と
。

　

７�　

宮
城
県
の
入
札
契
約
暴
力
団
等
排
除
要
綱
（
平
成
二
十
年
十
一
月
一
日
施
行
）
別
表
各
号
に
規
定
す
る
次
の
い

ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

　
　

�　

な
お
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
使
用
人
が
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
業
務
と
し
て
行
っ
た
行

為
は
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
行
為
と
み
な
す
。

　
　

㈠�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
役
員
等
（
法
人
の
場
合
は
非
常
勤
を
含
む
役
員
及
び
支
配
人
並
び
に
支
店

又
は
営
業
所
の
代
表
者
、
そ
の
他
の
団
体
の
場
合
は
法
人
の
役
員
等
と
同
様
の
責
任
を
有
す
る
代
表
者
及
び
理

事
等
、
個
人
の
場
合
は
そ
の
者
並
び
に
支
配
人
及
び
営
業
所
の
代
表
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
が
暴
力
団
員

に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
暴
対
法
」
と
い
う
。）

第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。）
で
あ
る
場
合
又
は
暴
力
団
員
が
経

営
に
事
実
上
参
加
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈡�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
自
社
、
自
己
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図

り
、
又
は
第
三
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
対
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
（
以
下
「
暴

力
団
」
と
い
う
。）、
暴
力
団
員
又
は
暴
力
団
、
暴
力
団
員
に
協
力
し
、
若
し
く
は
関
与
す
る
等
こ
れ
と
関
わ
り

を
持
つ
者
と
し
て
、
警
察
か
ら
通
報
が
あ
っ
た
者
若
し
く
は
警
察
が
確
認
し
た
者
（
以
下
「
暴
力
団
関
係
者
」

と
い
う
。）
の
威
力
を
利
用
す
る
な
ど
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈢�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
、
暴
力
団
員
若
し
く
は
暴
力
団
関
係
者
（
以

下
「
暴
力
団
等
」
と
い
う
。）
又
は
暴
力
団
等
が
経
営
若
し
く
は
運
営
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
法
人

等
に
対
し
て
、
資
金
等
を
提
供
し
、
又
は
便
宜
を
供
与
す
る
な
ど
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、

又
は
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈣�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有

し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈤�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
こ
れ
と
取

引
し
た
り
、
又
は
不
当
に
利
用
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　

８　

購
入
物
品
を
迅
速
か
つ
確
実
に
納
入
で
き
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　

９�　

入
札
参
加
資
格
申
請
場
所　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
で
入
札
を
希
望
す

る
者
は
、
当
県
所
定
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
宮
城

県
出
納
局
契
約
課
管
理
班
（
〒
九
八
〇－

八
五
七
〇　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

電
話
〇
二
二－

二
一
一－

三
三
三
五
）
へ
令
和
四
年
十
月
七
日
（
金
）
午
後
五
時
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
。

三　

入
札
書
の
提
出
場
所
等

　

１　

電
子
調
達
シ
ス
テ
ム
（
以
下
「
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。）
の
利
用

　
　

㈠�　

本
調
達
案
件
は
、
電
子
入
札
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は

認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ

れ
る
も
の
を
い
う
。）
の
送
受
信
に
よ
り
執
行
す
る
競
争
入
札
又
は
随
意
契
約
に
お
け
る
相
手
方
決
定
の
手
続

の
総
称
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
及
び
紙
入
札
（
書
面
に
よ
り
執
行
す
る
競
争
入
札
又
は
随
意
契
約
に
お
け
る

相
手
方
決
定
の
手
続
の
総
称
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
を
併
用
し
て
入
札
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　
　

㈡�　

本
調
達
案
件
に
参
加
す
る
者
の
う
ち
、
紙
入
札
を
希
望
す
る
も
の
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
あ
ら
か
じ
め
紙
入
札
参
加
承
認
願
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

２�　

書
面
に
よ
る
入
札
書
の
提
出
場
所
、
契
約
条
項
及
び
契
約
条
件
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
並
び

に
問
い
合
わ
せ
先

　
　
　

〒
九
八
三－

〇
八
三
六　

仙
台
市
宮
城
野
区
幸
町
四
丁
目
一
番
二
号

　
　
　

宮
城
県
仙
台
土
木
事
務
所
総
務
部
経
理
班
（
担
当　

工
藤　

匠　

電
話
〇
二
二－

二
九
七－

四
一
一
二
）

　

３　

入
札
説
明
書
の
交
付
申
請
期
限

　
　

�　

令
和
四
年
十
月
十
二
日
（
水
）
午
後
五
時
ま
で
。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ
る
交
付
を
希
望
す
る
場
合
は
、
令
和
四

年
十
月
七
日
（
金
）
午
後
五
時
ま
で
２
あ
て
申
し
出
る
こ
と
。

　

４　

一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査

　
　

㈠�　

シ
ス
テ
ム
を
用
い
て
参
加
資
格
審
査
を
受
け
る
場
合　

シ
ス
テ
ム
に
よ
り
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は

入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
令
和
四
年
十
月
二
十
一
日
（
金
）
午
後
五
時
ま
で
に
必
要
書
類
を
作

成
の
上
、
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
提
出
し
、
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

㈡�　

書
面
に
よ
り
参
加
資
格
審
査
を
受
け
る
場
合　

書
面
に
よ
り
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
説
明

書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
令
和
四
年
十
月
二
十
一
日
（
金
）
午
後
五
時
ま
で
に
必
要
書
類
を
作
成
の
上
提
出

し
、
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

㈢�　

開
札
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
㈠
又
は
㈡
に
お
い
て
提
出
さ
れ
た
書
類
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合

は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

５　

入
札
書
の
提
出
期
限
等

　
　

㈠　

シ
ス
テ
ム
を
用
い
て
入
札
す
る
場
合

　
　
　

入
札
期
間　

令
和
四
年
十
一
月
七
日
（
月
）
午
前
九
時
か
ら
令
和
四
年
十
一
月
八
日
（
火
）
午
後
五
時
ま
で

　
　

㈡　

書
面
に
よ
り
入
札
書
を
提
出
す
る
場
合

　
　
　

⑴　

日
時　

令
和
四
年
十
一
月
八
日
（
火
）
午
後
五
時
ま
で

　
　
　

⑵　

場
所　

２
に
同
じ

　
　
　

⑶�　

郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
二
重
封
筒
と
す
る
。
入
札
書
を
中
封
筒
に
入
れ
、
入
札
者
の
法
人
名
・
開
札
日
及
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び
入
札
に
係
る
調
達
物
品
の
名
称
を
記
載
し
配
達
証
明
付
書
留
郵
便
に
て
⑴
の
日
時
ま
で
に
到
達
す
る
よ
う

に
提
出
す
る
こ
と
。

　
　
　

⑷　

提
出
期
限
を
過
ぎ
て
提
出
さ
れ
た
入
札
書
は
、
い
か
な
る
事
由
が
あ
っ
て
も
受
理
し
な
い
。

　

６�　

開
札
の
日
時
及
び
場
所　

開
札
の
日
は
令
和
四
年
十
一
月
九
日
（
水
）
と
し
、
開
札
の
時
刻
及
び
場
所
は
一
の

１
に
掲
げ
る
購
入
物
品
ご
と
に
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈠　

一
の
１
の
㈠
の
購
入
物
品　

午
前
十
時
〇
〇
分　
　

宮
城
県
仙
台
土
木
事
務
所
三
階
和
会
議
室

　
　

㈡　

一
の
１
の
㈡
の
購
入
物
品　

午
前
十
時
三
十
分　
　

宮
城
県
仙
台
土
木
事
務
所
三
階
和
会
議
室

　
　

㈢　

一
の
１
の
㈢
の
購
入
物
品　

午
前
十
一
時
〇
〇
分　

宮
城
県
仙
台
土
木
事
務
所
三
階
和
会
議
室

四　

入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者

　

１�　

二
に
定
め
る
資
格
を
有
し
な
い
者

　

２�　

当
該
購
入
物
品
に
係
る
入
札
説
明
書
の
原
本
の
交
付
を
受
け
な
い
者

五　

そ
の
他

　

１　

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨　

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨
に
限
る
。

　

２�　

入
札
保
証
金　

財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
号
）
第
九
十
七
条
及
び
第
九
十
八
条
の
規
定
に

よ
る
。

　

３�　

契
約
保
証
金　

財
務
規
則
第
百
十
三
条
及
び
第
百
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
。

　

４�　

入
札
の
無
効　

本
公
告
に
示
し
た
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札

者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

　

５�　

入
札
金
額
の
記
載
方
法

　
　

㈠�　

入
札
金
額
は
一
の
１
の
㈠
・
㈡
の
購
入
物
品
に
あ
っ
て
は
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
の
単
価
を
、
一
の
１
の
㈢

の
購
入
物
品
に
あ
っ
て
は
一
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
の
単
価
を
一
銭
単
位
で
記
載
す
る
こ
と
。

　
　

㈡�　

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
消
費
税
及

び
地
方
消
費
税
の
額
を
加
え
た
金
額
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費

税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
十
分

の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

　
　

㈢�　

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
相
当
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を

切
り
捨
て
た
金
額
）
は
、
代
金
請
求
時
に
加
算
す
る
も
の
と
す
る
。

　

６�　

落
札
者
の
決
定
方
法　

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札

者
と
す
る
。

　

７�　

契
約
書
作
成
の
要
否　

要

　

８�　

申
請
書
等
の
作
成
に
要
す
る
経
費　

申
請
書
等
を
提
出
す
る
入
札
参
加
希
望
者
の
負
担
と
す
る
。

　

９�　

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

六　

概
要

　

Sum
m
ary

　

1
�　

N
ature�and�Q

uantity�of�the�Item
s�to�be�Purchased�:�antifreeze�(U

nit-price�contract)

　

2

　

Period�of�Supply�:�From
�starting�date�of�contract�to�M

arch�31,�2023.

　

3

�　

Place�of�D
elivery�:�W

ithin�Sendai�civil�engineering�office��areas�of�jurisdiction.

　

4

�　

D
eadline�for�Bid�:�T

uesday,�N
ovem

ber�8,�2022,�5
:00�p.m

.

　

5

�　

Contact�Person�:�T
akum

i�K
udo,�General�A

ffairs�Group,�Sendai�civil�engineering�office,�Civil�

engineering�section,�M
iyagi�Prefectural�Governm

ent,�4-1-2�saiw
aicho,�m

iyagino-ku,�Sendai,�

M
iyagi,�983-0836�Japan.�T

el.:�022-297-4112

　

6

�　

Language�and�Currency�U
sed�in�Contract�Procedures:�Japanese�and�Japanese�yen�only

�

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
を
、
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
。

　
　

令
和
四
年
九
月
十
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
を
、
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
。

　
　

令
和
四
年
九
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

入
札
に
付
す
る
事
項

　

１　

購
入
物
品
及
び
納
入
予
定
数
量

　
　

㈠�　

凍
結
防
止
剤
（
粒
状
塩
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
標
準
、
十
ト
ン
車
以
下
、
宮
城
県
東
部
土
木
事
務
所
管
内
分
）
（
単

価
契
約
）　

三
百
十
ト
ン

　
　

㈡�　

凍
結
防
止
剤
（
粒
状
塩
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
十
ト
ン
車
以
下
、
宮
城
県
東
部
土
木
事
務
所

管
内
分
）
（
単
価
契
約
）　

七
百
二
十
ト
ン

　

２　

購
入
物
品
の
仕
様
等　

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

　

３　

納
入
期
間　

契
約
締
結
の
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

　

４　

納
入
場
所　

宮
城
県
東
部
土
木
事
務
所
管
内

二　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項

　

１�　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ

る
こ
と
。

　

２�　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
又
は
開
札
時
ま
で
に
宮
城



（5）　令和４年９月13日　火曜日 第337号宮　　城　　県　　公　　報

県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

　

３�　

平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
附
則
第
二
条
の
規

定
に
よ
る
廃
止
前
の
和
議
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
和
議
開
始
の

申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　

４�　

平
成
十
二
年
四
月
一
日
以
後
に
民
事
再
生
法
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
手
続
開
始

の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
第
三
十
三
条
第

一
項
の
再
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
者
に
係
る
同
法
第
百
七
十
四
条
第
一
項
の
再
生
計
画
認
可

の
決
定
が
確
定
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
を
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を

な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

　

５�　

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
更
生
手
続

開
始
の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
（
同
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
更
生
事
件
に
係
る
も
の
を
含
む
。）
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
に
基
づ
く

更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
そ
の
者
に
係
る
更
生
計
画
認
可
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
者
を
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

　

６�　

宮
城
県
か
ら
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
制
限
の
措
置
を
受
け
て
い
る
期
間
中
の
者
で
な
い
こ

と
。

　

７�　

宮
城
県
の
入
札
契
約
暴
力
団
等
排
除
要
綱
（
平
成
二
十
年
十
一
月
一
日
施
行
）
別
表
各
号
に
規
定
す
る
次
の
い

ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

　
　

�　

な
お
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
使
用
人
が
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
業
務
と
し
て
行
っ
た
行

為
は
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
行
為
と
み
な
す
。

　
　

㈠�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
役
員
等
（
法
人
の
場
合
は
非
常
勤
を
含
む
役
員
及
び
支
配
人
並
び
に
支
店

又
は
営
業
所
の
代
表
者
、
そ
の
他
の
団
体
の
場
合
は
法
人
の
役
員
等
と
同
様
の
責
任
を
有
す
る
代
表
者
及
び
理

事
等
、
個
人
の
場
合
は
そ
の
者
並
び
に
支
配
人
及
び
営
業
所
の
代
表
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
が
暴
力
団
員

に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
暴
対
法
」
と
い
う
。）

第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。）
で
あ
る
場
合
又
は
暴
力
団
員
が
経

営
に
事
実
上
参
加
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈡�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
自
社
、
自
己
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図

り
、
又
は
第
三
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
対
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
（
以
下
「
暴

力
団
」
と
い
う
。）、
暴
力
団
員
又
は
暴
力
団
、
暴
力
団
員
に
協
力
し
、
若
し
く
は
関
与
す
る
等
こ
れ
と
関
わ
り

を
持
つ
者
と
し
て
、
警
察
か
ら
通
報
が
あ
っ
た
者
若
し
く
は
警
察
が
確
認
し
た
者
（
以
下
「
暴
力
団
関
係
者
」

と
い
う
。）
の
威
力
を
利
用
す
る
な
ど
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈢�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
、
暴
力
団
員
若
し
く
は
暴
力
団
関
係
者
（
以

下
「
暴
力
団
等
」
と
い
う
。）
又
は
暴
力
団
等
が
経
営
若
し
く
は
運
営
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
法
人

等
に
対
し
て
、
資
金
等
を
提
供
し
、
又
は
便
宜
を
供
与
す
る
な
ど
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、

又
は
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈣�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有

し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈤�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
こ
れ
と
取

引
し
た
り
、
又
は
不
当
に
利
用
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　

８�　

購
入
物
品
を
迅
速
か
つ
確
実
に
納
入
で
き
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　

９�　

入
札
参
加
資
格
申
請
場
所　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
で
入
札
を
希
望
す

る
者
は
、
当
県
所
定
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
宮
城

県
出
納
局
契
約
課
管
理
班
（
〒
九
八
〇－

八
五
七
〇　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

電
話
〇
二
二－

二
一
一－

三
三
三
五
）
へ
令
和
四
年
九
月
二
十
六
日
（
月
）
午
後
五
時
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
。

三　

入
札
書
の
提
出
場
所
等

　

１�　

電
子
調
達
シ
ス
テ
ム
（
以
下
「
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。）
の
利
用

　
　

㈠�　

本
調
達
案
件
は
、
電
子
入
札
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は

認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ

れ
る
も
の
を
い
う
。）
の
送
受
信
に
よ
り
執
行
す
る
競
争
入
札
又
は
随
意
契
約
に
お
け
る
相
手
方
決
定
の
手
続

の
総
称
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
及
び
紙
入
札
（
書
面
に
よ
り
執
行
す
る
競
争
入
札
又
は
随
意
契
約
に
お
け
る

相
手
方
決
定
の
手
続
の
総
称
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
を
併
用
し
て
入
札
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　
　

㈡�　

本
調
達
案
件
に
参
加
す
る
者
の
う
ち
、
紙
入
札
を
希
望
す
る
も
の
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
あ
ら
か
じ
め
紙
入
札
参
加
承
認
願
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

２�　

書
面
に
よ
る
入
札
書
の
提
出
場
所
、
契
約
条
項
及
び
契
約
条
件
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
並
び

に
問
い
合
わ
せ
先

　
　
　

〒
九
八
六－

〇
八
五
〇　

宮
城
県
石
巻
市
あ
ゆ
み
野
五
丁
目
七
番
地

　
　
　

宮
城
県
東
部
土
木
事
務
所
経
理
班
（
担
当　

石
川　

美
月　

電
話
〇
二
二
五－

九
四－

八
六
九
〇
）

　

３�　

郵
送
に
よ
る
入
札
説
明
書
の
交
付
期
限　

郵
送
に
よ
り
書
面
で
の
入
札
説
明
書
の
交
付
を
希
望
す
る
場
合
は
、

令
和
四
年
九
月
二
十
六
日
（
月
）
午
後
五
時
ま
で
２
あ
て
申
し
出
る
こ
と
。

　

４�　

一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査

　
　

㈠�　

シ
ス
テ
ム
を
用
い
て
参
加
資
格
審
査
を
受
け
る
場
合　

シ
ス
テ
ム
に
よ
り
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は

入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
令
和
四
年
十
月
十
一
日
（
火
）
午
前
九
時
か
ら
令
和
四
年
十
月
二
十
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日
（
木
）
午
後
五
時
ま
で
に
必
要
書
類
を
作
成
の
上
、
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
提
出
し
、
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

㈡�　

書
面
に
よ
り
参
加
資
格
審
査
を
受
け
る
場
合　

書
面
に
よ
り
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
説
明

書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
令
和
四
年
十
月
二
十
日
（
木
）
午
後
五
時
ま
で
に
必
要
書
類
を
作
成
の
上
、
提

出
し
、
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

㈢�　

開
札
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
㈠
又
は
㈡
に
お
い
て
提
出
さ
れ
た
書
類
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合

は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

５　

入
札
書
の
提
出
期
限
等

　
　

㈠　

シ
ス
テ
ム
を
用
い
て
入
札
す
る
場
合

　
　
　
　

入
札
期
間　

令
和
四
年
十
一
月
一
日
（
火
）
午
前
九
時
か
ら
令
和
四
年
十
一
月
二
日
（
水
）
午
後
五
時
ま
で

　
　

㈡　

書
面
に
よ
り
入
札
書
を
提
出
す
る
場
合

　
　
　

⑴　

日
時　

令
和
四
年
十
一
月
二
日
（
水
）
午
後
五
時
ま
で

　
　
　

⑵　

場
所　

２
に
同
じ

　
　
　

⑶�　

郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
配
達
証
明
付
書
留
郵
便
に
よ
り
、
⑴
の
日
時
ま
で
に
到
達
す
る
よ
う
に
提
出
す
る

こ
と
。
た
だ
し
、
入
札
書
を
持
参
す
る
場
合
は
、
６
の
開
札
の
日
時
ま
で
開
札
の
場
所
へ
提
出
で
き
る
も
の

と
す
る
。

　
　
　

⑷　

提
出
期
限
を
過
ぎ
て
提
出
さ
れ
た
入
札
書
は
、
い
か
な
る
事
由
が
あ
っ
て
も
受
理
し
な
い
。

　

６�　

開
札
の
日
時
及
び
場
所　

開
札
の
日
は
令
和
四
年
十
一
月
四
日
（
金
）
と
し
、
開
札
の
時
刻
及
び
場
所
は
一
の

１
に
掲
げ
る
購
入
物
品
ご
と
に
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈠�　

一
の
１
の
㈠
の
購
入
物
品　

午
前
十
時
〇
〇
分　
　

宮
城
県
東
部
土
木
事
務
所
経
理
班

　
　

㈡�　

一
の
１
の
㈡
の
購
入
物
品　

午
前
十
時
三
十
分　
　

宮
城
県
東
部
土
木
事
務
所
経
理
班

四　

入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者　

二
に
定
め
る
資
格
を
有
し
な
い
者

五　

そ
の
他

　

１�　

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨　

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨
に
限
る
。

　

２�　

入
札
保
証
金　

財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
号
）
第
九
十
七
条
及
び
第
九
十
八
条
の
規
定
に

よ
る
。

　

３�　

契
約
保
証
金　

財
務
規
則
第
百
十
三
条
及
び
第
百
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
。

　

４�　

入
札
の
無
効　

本
公
告
に
示
し
た
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札

者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

　

５�　

入
札
金
額
の
記
載
方
法

　
　

㈠�　

入
札
金
額
は
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
の
単
価
を
一
銭
単
位
で
記
載
す
る
こ
と
。

　
　

㈡�　

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
消
費
税
及

び
地
方
消
費
税
の
額
を
加
え
た
金
額
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費

税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
十
分

の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

　
　

㈢�　

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
相
当
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を

切
り
捨
て
た
金
額
）
は
、
代
金
請
求
時
に
加
算
す
る
も
の
と
す
る
。

　

６�　

落
札
者
の
決
定
方
法　

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札

者
と
す
る
。

　

７�　

契
約
書
作
成
の
要
否　

要

　

８�　

申
請
書
等
の
作
成
に
要
す
る
経
費　

申
請
書
等
を
提
出
す
る
入
札
参
加
希
望
者
の
負
担
と
す
る
。

　

９�　

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

六　

概
要

　

Sum
m
ary

　

1
�　

N
ature�and�Q

uantity�of�the�Item
s�to�be�Purchased�:�antifreeze�(U

nit-price�contract)

　

2

　

Period�of�Supply�:�From
�starting�date�of�contract�to�M

arch�31,�2023.

　

3

�　

Place�of�D
elivery�:�W

ithin�Eastern�civil�engineering�office��areas�of�jurisdiction.

　

4

�　

D
eadline�for�Bid�:�W

ednesday,�N
ovem

ber�2,�2022,�5
:00�p.m

.

　

5

�　

Contact�Person�:�M
izuki�Ishikaw

a,�General�A
ffairs�Group,�Eastern�civil�engineering�office,�

Civil�engineering�section,�M
iyagi�Prefectural�Governm

ent,�5-7�A
yum

ino,�Ishinom
aki,�M

iyagi,�

986-0850�Japan.�T
el.:�0225-94-8690

　

6
�　

Language�and�Currency�U
sed�in�Contract�Procedures�:�Japanese�and�Japanese�yen�only

�

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

令
和
四
年
九
月
十
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

登
米
市
登
米
町
日
野
渡
鼬
沢
三
番
二
、
四
番
二
、
十
六

番
二
、
二
十
三
番
二
、
二
十
四
番
三
の
一
部
、
二
十
五
番

一
、
二
十
五
番
二
の
一
部
、
二
十
六
番
、
二
十
七
番
、
二

十
九
番
、
三
十
番
、
三
十
一
番
、
三
十
二
番
、
三
十
三
番

一
、
三
十
三
番
二
、
三
十
三
番
三
、
三
十
四
番
、
三
十
五
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二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

番
の
一
部
、
三
十
七
番
一
、
三
十
七
番
二
、
三
十
七
番
三
、

三
十
八
番
一
、
四
十
三
番
三
の
一
部
、
百
五
番
二
、
百
八

番
二
、
百
九
番
二
、
日
野
渡
蛭
沢
七
番
二
、
九
番
三
、
十

五
番
二
、
十
六
番
二
、
十
九
番
、
二
十
番
二
、
二
十
五
番

九
、
二
百
三
番

　

�

登
米
市　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

令
和
四
年
九
月
十
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

名
取
市
愛
島
笠
島
字
桜
町
二
十
番
一
の
一
部
、
二
十
二

番
一
、
二
十
二
番
二
、
二
十
三
番
、
二
十
四
番
（
第
二
工

区
）

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

名
取
市
愛
島
笠
島
字
桜
町
二
十
二
番
地

�

株
式
会
社
渋
谷
木
材
店　
　
　
　

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
九
十
九
号

　

令
和
四
年
九
月
一
日
現
在
に
お
け
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び

第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
直
接
請
求
に
要
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
並
び
に
第
七
十

六
条
第
一
項
、
第
八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
直
接
請
求
に
要
す

る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ

の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た

数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四

十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

　
　

令
和
四
年
九
月
十
三
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章
太
郎　
　
　

一　

地
方
自
治
法
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
五
十
分
の
一
の
数

　
　

三
八
、
四
五
七

二�　

地
方
自
治
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
八
十
万
を
超

え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て

得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数

　
　

三
四
〇
、
三
五
一

三　

地
方
自
治
法
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
三
分
の
一
の
数

　
　

青

葉

選

挙

区　
　

八
二
、
八
七
三　
　
　
　

岩

沼

選

挙

区　
　

一
二
、
一
六
二

　
　

宮
城
野
選
挙
区　
　

五
三
、
四
〇
九　
　
　
　

登

米

選

挙

区　
　

二
一
、
六
八
六

　
　

若

林

選

挙

区　
　

三
八
、
八
五
五　
　
　
　

栗

原

選

挙

区　
　

一
八
、
六
二
七

　
　

太

白

選

挙

区　
　

六
五
、
六
二
四　
　
　
　

東
松
島
選
挙
区　
　

一
一
、
〇
五
八

　
　

泉

選

挙

区　
　

五
九
、
八
五
二　
　
　
　

大

崎

選

挙

区　
　

三
五
、
八
四
九

　
　

石
巻
・
牡
鹿
選
挙
区　
　

四
一
、
三
六
八　
　
　
　

富
谷
・
黒
川
選
挙
区　
　

二
五
、
五
〇
五

　
　

塩

釜

選

挙

区　
　

一
五
、
二
一
二　
　
　
　

柴

田

選

挙

区　
　

二
二
、
七
〇
一

　
　

気
仙
沼
・
本
吉
選
挙
区　
　

二
〇
、
九
九
二　
　
　
　

亘

理

選

挙

区　
　

一
三
、
〇
〇
五

　
　

白
石
・
刈
田
選
挙
区　
　

一
三
、
〇
三
一　
　
　
　

宮

城

選

挙

区　
　

一
三
、
八
八
二

　
　

名

取

選

挙

区　
　

二
一
、
七
二
二　
　
　
　

加

美

選

挙

区　
　
　

八
、
一
六
七

　
　

角
田
・
伊
具
選
挙
区　
　

一
一
、
五
八
二　
　
　
　

遠

田

選

挙

区　
　

一
一
、
二
三
五

　
　

多
賀
城
・
七
ヶ
浜
選
挙
区　
　

二
二
、
五
四
六

〇
宮
選
管
告
示
第
百
号

　

令
和
四
年
九
月
一
日
現
在
に
お
け
る
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百

六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
直
接
請
求
に
要
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
八
十
万
を
超
え
る
数

に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と

を
合
算
し
て
得
た
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

令
和
四
年
九
月
十
三
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章
太
郎　
　
　

　
　

三
四
〇
、
三
五
一

監
査
委
員

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
20号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号
）
第
199条

第
１
項
，
第
２
項
及
び
第
４
項
並
び
に
宮
城
県
監
査
委
員
監
査
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基
準
第
２
条
第
１
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
令
和
４
年
４
月
か
ら
６
月
ま
で
に
実
施
し
た
一
般
会
計
及
び
特
別
会
計
に

係
る
定
期
監
査
等
の
結
果
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　
　
令
和
４
年
９
月
13日

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
髙
　
　
橋
　
　
伸
　
　
二
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
渡
　
　
辺
　
　
忠
　
　
悦
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
成
　
　
田
　
　
由
加
里
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
吉
　
　
田
　
　
　
　
　
計
　
　
　

１
　
監
査
実
施
機
関
及
び
監
査
実
施
日

監
査
実
施
機
関
�

監
査
実
施
日
　
　
　

〇
教
育
庁

　
地
方
機
関

　
　
多
賀
城
高
等
学
校
�

５
月
27日

　
　
工
業
高
等
学
校
�

６
月
13日

　
　
角
田
支
援
学
校
�

６
月
８
日

〇
警
察
本
部

　
地
方
機
関

　
　
角
田
警
察
署
�

６
月
８
日

　
　
亘
理
警
察
署
�

５
月
26日

２
　
監
査
結
果

　
�　
令
和
３
年
度
の
財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行
の
事
実
が
地
方
自
治
法
第
２
条
第
14項
及
び
第
15項
の
規
定
の
趣
旨

に
沿
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
，
合
規
性
，
正
確
性
の
ほ
か
，
経
済
性
，
効
率
性
及
び
有
効
性
に
意
を
用
い

て
行
い
ま
し
た
。

　
�　
そ
の
結
果
，
業
務
の
執
行
状
況
や
帳
票
等
を
確
認
し
た
範
囲
に
お
い
て
は
，
一
部
で
不
適
切
な
事
務
処
理
が
見
ら

れ
た
も
の
の
，
概
ね
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
る
も
の
と
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

　
�　
な
お
，
公
表
す
べ
き
指
摘
事
項
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
，
そ
の
他
の
軽
易
な
事
項
に
つ
い
て
は
関
係
機
関

に
注
意
を
し
ま
し
た
。
ま
た
，
宮
城
県
警
察
本
部
の
監
査
に
つ
い
て
は
，
犯
罪
捜
査
報
償
費
の
執
行
状
況
調
査
を
実

施
し
ま
し
た
。

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
21号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号
）
第
199条

第
１
項
，
第
２
項
，
第
４
項
及
び
第
５
項
並
び
に
宮
城
県
監
査

委
員
監
査
基
準
第
２
条
第
１
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
令
和
４
年
７
月
か
ら
８
月
ま
で
に
実
施
し
た
一
般
会
計
及
び
特

別
会
計
に
係
る
定
期
監
査
等
の
結
果
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　
　
令
和
４
年
９
月
13日

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
髙
　
　
橋
　
　
伸
　
　
二
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
渡
　
　
辺
　
　
忠
　
　
悦
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
成
　
　
田
　
　
由
加
里
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
吉
　
　
田
　
　
　
　
　
計
　
　
　

１
　
監
査
実
施
機
関
及
び
監
査
実
施
日

監
査
実
施
機
関
�

監
査
実
施
日
　
　
　

〇
総
務
部

　
本
庁

　
　
秘
書
課
�

８
月
４
日

　
　
人
事
課
，
行
政
管
理
室
�

８
月
４
日

　
　
行
政
経
営
推
進
課
�

８
月
４
日

　
　
職
員
厚
生
課
�

８
月
４
日

　
　
県
政
情
報
・
文
書
課
�

８
月
４
日

　
　
私
学
・
公
益
法
人
課
�

８
月
４
日

　
　
広
報
課
�

８
月
４
日

　
　
財
政
課
�

８
月
４
日

　
　
税
務
課
，
地
方
税
徴
収
対
策
室
�

８
月
４
日

　
　
市
町
村
課
（
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
を
含
む
）�

８
月
４
日

　
　
管
財
課
�

８
月
４
日

〇
復
興
・
危
機
管
理
部

　
本
庁

　
　
復
興
・
危
機
管
理
総
務
課
�

７
月
29日

　
　
復
興
支
援
・
伝
承
課
�

７
月
29日

　
　
防
災
推
進
課
�

７
月
29日

　
　
消
防
課
�

７
月
29日

　
　
原
子
力
安
全
対
策
課
�

７
月
29日

〇
企
画
部

　
本
庁

　
　
企
画
総
務
課
�

８
月
２
日

　
　
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
大
会
推
進
課
�

８
月
２
日
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デ
ジ
タ
ル
み
や
ぎ
推
進
課
�

８
月
２
日

　
　
総
合
政
策
課
�

８
月
２
日

　
　
地
域
振
興
課
�

８
月
２
日

　
　
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
�

８
月
２
日

　
　
地
域
交
通
政
策
課
�

８
月
２
日

　
　
統
計
課
�

８
月
２
日

〇
環
境
生
活
部

　
本
庁

　
　
環
境
生
活
総
務
課
�

７
月
27日

　
　
環
境
政
策
課
，
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
室
�

７
月
27日

　
　
環
境
対
策
課
�

７
月
27日

　
　
自
然
保
護
課
�

７
月
27日

　
　
食
と
暮
ら
し
の
安
全
推
進
課
�

７
月
27日

　
　
循
環
型
社
会
推
進
課
，
竹
の
内
産
廃
処
分
場
対
策
室
，
新
最
終
処
分
場
整
備
対
策
室
，

　
　
放
射
性
物
質
汚
染
廃
棄
物
対
策
室
�

７
月
27日

　
　
消
費
生
活
・
文
化
課
�

７
月
27日

　
　
共
同
参
画
社
会
推
進
課
�

７
月
27日

〇
保
健
福
祉
部

　
本
庁

　
　
保
健
福
祉
総
務
課
�

８
月
４
日

　
　
社
会
福
祉
課
�

８
月
４
日

　
　
医
療
政
策
課
，
医
療
人
材
対
策
室
�

８
月
４
日

　
　
長
寿
社
会
政
策
課
�

８
月
４
日

　
　
健
康
推
進
課
�

８
月
４
日

　
　
疾
病
・
感
染
症
対
策
課
，
新
型
コ
ロ
ナ
調
整
室
�

８
月
４
日

　
　
子
育
て
社
会
推
進
課
�

８
月
４
日

　
　
子
ど
も
・
家
庭
支
援
課
�

８
月
４
日

　
　
障
害
福
祉
課
，
精
神
保
健
推
進
室
�

８
月
４
日

　
　
薬
務
課
�

８
月
４
日

　
　
国
保
医
療
課
�

８
月
４
日

〇
経
済
商
工
観
光
部

　
本
庁

　
　
経
済
商
工
観
光
総
務
課
，
富
県
宮
城
推
進
室
，
企
業
復
興
支
援
室
�

７
月
29日

　
　
新
産
業
振
興
課
�

７
月
29日

　
　
産
業
立
地
推
進
課
，
自
動
車
産
業
振
興
室
�

７
月
29日

　
　
商
工
金
融
課
，
中
小
企
業
支
援
室
�

７
月
29日

　
　
産
業
人
材
対
策
課
�

７
月
29日

　
　
雇
用
対
策
課
�

７
月
29日

　
　
観
光
政
策
課
，
観
光
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
推
進
室
�

７
月
29日

　
　
国
際
政
策
課
，
国
際
ビ
ジ
ネ
ス
推
進
室
�

７
月
29日

〇
農
政
部

　
本
庁

　
　
農
政
総
務
課
，
農
業
政
策
室
�

７
月
28日

　
　
食
産
業
振
興
課
�

７
月
28日

　
　
農
山
漁
村
な
り
わ
い
課
�

７
月
28日

　
　
農
業
振
興
課
�

７
月
28日

　
　
み
や
ぎ
米
推
進
課
�

７
月
28日

　
　
園
芸
推
進
課
�

７
月
28日

　
　
畜
産
課
，
家
畜
防
疫
対
策
室
�

７
月
28日

　
　
農
村
振
興
課
�

７
月
28日

　
　
農
村
整
備
課
�

７
月
28日

〇
水
産
林
政
部

　
本
庁

　
　
水
産
林
政
総
務
課
，
水
産
林
業
政
策
室
�

７
月
28日

　
　
水
産
業
振
興
課
（
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
事
務
局
，
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

　
　
を
含
む
），
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
推
進
室
�

７
月
28日

　
　
水
産
業
基
盤
整
備
課
，
漁
港
復
興
推
進
室
�

７
月
28日

　
　
林
業
振
興
課
�

７
月
28日

　
　
森
林
整
備
課
�

７
月
28日

〇
土
木
部

　
本
庁

　
　
土
木
総
務
課
�

８
月
２
日
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事
業
管
理
課
�

８
月
２
日

　
　
用
地
課
（
収
用
委
員
会
事
務
局
を
含
む
）�

８
月
２
日

　
　
道
路
課
�

８
月
２
日

　
　
河
川
課
�

８
月
２
日

　
　
防
災
砂
防
課
�

８
月
２
日

　
　
港
湾
課
�

８
月
２
日

　
　
空
港
臨
空
地
域
課
�

８
月
２
日

　
　
都
市
計
画
課
�

８
月
２
日

　
　
建
築
宅
地
課
�

８
月
２
日

　
　
住
宅
課
�

８
月
２
日

　
　
営
繕
課
�

８
月
２
日

　
　
設
備
課
�

８
月
２
日

〇
出
納
局

　
本
庁

　
　
会
計
課
，
会
計
指
導
検
査
室
�

７
月
27日
，
８
月
10日

　
　
契
約
課
�

７
月
27日

　
　
検
査
課
�

７
月
27日

〇
議
会
事
務
局
�

７
月
22日

〇
教
育
庁

　
本
庁

　
　
総
務
課
，
教
育
企
画
室
�

８
月
３
日

　
　
福
利
課
�

８
月
３
日

　
　
教
職
員
課
�

８
月
３
日

　
　
義
務
教
育
課
�

８
月
３
日

　
　
高
校
教
育
課
，
宮
城
丸
�

８
月
３
日

　
　
特
別
支
援
教
育
課
�

８
月
３
日

　
　
施
設
整
備
課
�

８
月
３
日

　
　
保
健
体
育
安
全
課
�

８
月
３
日

　
　
生
涯
学
習
課
�

８
月
３
日

　
　
文
化
財
課
�

８
月
３
日

〇
警
察
本
部
�

７
月
26日
，
８
月
３
日

〇
人
事
委
員
会
事
務
局
�

７
月
22日

〇
監
査
委
員
事
務
局
�

７
月
21日

〇
労
働
委
員
会
事
務
局
�

７
月
22日

２
　
監
査
結
果

　
�　
令
和
３
年
度
の
財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行
の
事
実
が
地
方
自
治
法
第
２
条
第
14項
及
び
第
15項
の
規
定
の
趣
旨

に
沿
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
，
合
規
性
，
正
確
性
の
ほ
か
，
経
済
性
，
効
率
性
及
び
有
効
性
に
意
を
用
い

て
行
い
ま
し
た
。

　
�　
そ
の
結
果
，
業
務
の
執
行
状
況
や
帳
票
等
を
確
認
し
た
範
囲
に
お
い
て
は
，
一
部
で
不
適
切
な
事
務
処
理
が
見
ら

れ
た
も
の
の
，
概
ね
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
る
も
の
と
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

　
�　
な
お
，
公
表
す
べ
き
指
摘
事
項
は
次
の
と
お
り
で
あ
り
，
そ
の
他
の
軽
易
な
事
項
に
つ
い
て
は
関
係
機
関
に
注
意

を
し
ま
し
た
。
ま
た
，
宮
城
県
警
察
本
部
の
監
査
に
つ
い
て
は
，
犯
罪
捜
査
報
償
費
の
執
行
状
況
調
査
を
実
施
し
ま

し
た
。

　
⑴
　
税
務
課
，
地
方
税
徴
収
対
策
室

　
　
�　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
，
引
き
続
き
収
入
未
済
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，

更
に
適
切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
令
和
３
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
��939,977,149円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
1,726,180,371円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
2,666,157,520円

　
　
　
・
令
和
２
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
2,109,781,006円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
1,781,373,005円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
3,891,154,011円

　
⑵
　
税
務
課
，
地
方
税
徴
収
対
策
室

　
　
�　
事
務
事
業
の
執
行
が
関
係
法
令
に
準
拠
し
て
い
な
い
も
の
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
内
部

統
制
に
お
け
る
整
備
上
の
不
備
の
解
消
に
向
け
た
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
�　
ふ
る
さ
と
納
税
に
伴
う
ふ
る
さ
と
納
税
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
特
例
申
請
者
に
係
る
デ
ー
タ
を
市
町
村
に
送
信
し
な

か
っ
た
こ
と
に
よ
り
，
確
定
申
告
を
行
わ
な
け
れ
ば
令
和
４
年
度
住
民
税
の
寄
附
金
税
額
控
除
の
適
用
が
受
け

ら
れ
な
い
寄
附
者
が
発
生
し
た
。
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⑶
　
市
町
村
課

　
　
�　
印
刷
物
作
成
に
お
い
て
，
発
注
誤
り
に
よ
る
印
刷
費
用
の
追
加
支
出
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い

よ
う
内
部
統
制
に
お
け
る
整
備
上
の
不
備
の
解
消
に
向
け
た
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
�　
宮
城
県
議
会
議
員
選
挙
の
選
挙
公
報
に
つ
い
て
，
印
刷
業
者
へ
の
誤
っ
た
発
注
に
よ
り
，
再
印
刷
と
な
り
追

加
支
出
を
生
じ
さ
せ
た
も
の
。

　
　
　
　
・
再
印
刷
部
数
　
�70,500部

　
　
　
　
・
再
印
刷
費
用
　
406,769円

　
⑷
　
管
財
課

　
　
�　
普
通
財
産
に
お
い
て
，
無
償
貸
付
の
更
新
手
続
が
な
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
速
や
か
に
是

正
す
る
と
と
も
に
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
内
部
統
制
に
お
け
る
整
備
上
の
不
備
の
解
消
に
向
け
た
対
策
を
講
じ

ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
１
　
申
請
書
は
提
出
さ
れ
て
い
る
も
の
の
，
貸
付
手
続
き
等
が
な
さ
れ
て
い
な
い
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
10件

　
　
　
２
　
申
請
書
未
提
出
の
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
17件

　
⑸
　
消
防
課

　
　
�　
変
更
契
約
に
お
い
て
，
執
行
権
限
を
超
え
た
執
行
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
内
部
統
制
に

お
け
る
整
備
上
の
不
備
の
解
消
に
向
け
た
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
�　
防
災
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
係
る
300時

間
点
検
及
び
耐
空
証
明
検
査
業
務
の
変
更
契
約
の
決
裁
に
つ
い
て
，
専

決
区
分
が
部
長
に
属
す
る
と
こ
ろ
，
複
数
年
，
課
長
の
決
裁
に
よ
り
変
更
契
約
を
締
結
し
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
　
　
　
　
　
１
件

　
　
　
　
・
当
初
契
約
金
額
　
　
26,950,000円

　
　
　
　
・
変
更
後
契
約
金
額
　
69,850,000円

　
⑹
　
原
子
力
安
全
対
策
課

　
　
�　
委
託
料
に
お
い
て
，
支
払
遅
延
に
よ
る
延
滞
金
の
発
生
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
内
部
統

制
に
お
け
る
整
備
上
の
不
備
の
解
消
に
向
け
た
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
�　
令
和
３
年
度
宮
城
県
放
射
線
・
放
射
能
に
関
す
る
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
保
守
管
理
業
務
の
委
託
料
に
つ
い
て
，

支
払
期
限
に
遅
延
し
，
延
滞
金
が
発
生
し
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
　
６
件

　
　
　
　
・
金
額
　
　
1,168,200円

　
　
　
　
・
延
滞
金
　
　
��6,600円

　
⑺
　
原
子
力
安
全
対
策
課

　
　
�　
委
託
業
務
に
お
い
て
，
執
行
権
限
を
超
え
た
執
行
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
対
策
を
講
じ

ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
�　
委
託
契
約
の
決
裁
に
つ
い
て
，
専
決
区
分
が
部
長
に
属
す
る
と
こ
ろ
，
複
数
年
，
課
長
の
決
裁
に
よ
り
執
行

し
て
い
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
３
件

　
　
　
　
・
業
務
名
及
び
設
計
価
格

　
　
　
　
　
⑴
　
女
川
原
子
力
発
電
所
周
辺
環
境
放
射
線
監
視
シ
ス
テ
ム
保
守
管
理
業
務

　
　
　
　
　
　
　
25,773,000円

　
　
　
　
　
⑵
　
環
境
放
射
線
測
定
装
置
（（
株
）
日
立
製
作
所
開
発
機
器
）
保
守
管
理
業
務

　
　
　
　
　
　
　
29,604,300円

　
　
　
　
　
⑶
　
環
境
放
射
線
測
定
装
置
（
富
士
電
機
（
株
）
開
発
機
器
）
保
守
管
理
業
務

　
　
　
　
　
　
　
42,112,400円

　
⑻
　
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
大
会
推
進
課
（
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
）

　
　
�　
委
託
契
約
に
お
い
て
，
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
内
部
統
制
に
お
け
る

整
備
上
の
不
備
の
解
消
に
向
け
た
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
�　
委
託
契
約
に
係
る
見
積
合
わ
せ
に
お
い
て
，
見
積
金
額
は
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
除
い
た
金
額
で
提
出

す
る
よ
う
通
知
し
て
い
た
が
，
見
積
合
わ
せ
で
は
，
そ
の
金
額
を
税
込
み
と
し
て
取
扱
い
，
契
約
を
締
結
し
て

い
た
も
の
。

　
　
　
　
・
業
務
名
　
　
東
京
2020大

会
都
市
装
飾
実
施
運
営
業
務
委
託
（
そ
の
４
）

　
　
　
　
・
件
数
　
　
　
１
件

　
　
　
　
・
見
積
金
額
　
2,157,408円

（
税
抜
き
）

　
　
　
　
・
予
定
価
格
　
2,200,000円

（
税
込
み
）

　
　
　
　
・
契
約
金
額
　
2,157,408円

（
税
込
み
）

　
⑼
　
統
計
課
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�　
統
計
関
連
事
務
に
お
い
て
，
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
対
策
を
講
じ
ら

れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
�　
毎
月
勤
労
統
計
調
査
の
令
和
２
年
５
月
か
ら
令
和
３
年
１
月
分
の
デ
ー
タ
入
力
に
当
た
り
，
調
査
票
が
未
提

出
の
場
合
に
以
前
に
提
出
さ
れ
た
デ
ー
タ
と
同
様
の
内
容
を
入
力
す
る
な
ど
し
て
い
た
も
の
。

　
　
　
　
・
不
適
切
な
処
理
件
数
　
204件

　
⑽
�　
循
環
型
社
会
推
進
課
，
竹
の
内
産
廃
処
分
場
対
策
室
，
新
最
終
処
分
場
整
備
対
策
室
，
放
射
性
物
質
汚
染
廃
棄

物
対
策
室

　
　
�　
特
別
納
付
金
（
産
業
廃
棄
物
最
終
処
分
場
の
行
政
代
執
行
に
係
る
費
用
）
に
お
い
て
，
引
き
続
き
収
入
未
済
が

認
め
ら
れ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
に
向
け
た
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
令
和
３
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
��164,723,643円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
��836,782,011円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
1,001,505,654円

　
　
　
・
令
和
２
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
��133,422,845円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
��704,603,166円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
��838,026,011円

　
⑾
　
社
会
福
祉
課

　
　
�　
委
託
契
約
に
お
い
て
，
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
内
部
統
制
に
お
け
る

整
備
上
の
不
備
の
解
消
に
向
け
た
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
�　
予
定
価
格
を
超
え
た
額
で
契
約
締
結
し
て
い
る
も
の
。

　
　
　
　
・
業
務
名
　
　
令
和
４
年
度
宮
城
県
家
計
改
善
支
援
事
業
業
務

　
　
　
　
・
件
数
　
　
　
１
件

　
　
　
　
・
予
定
価
格
　
5,190,000円

　
　
　
　
・
契
約
金
額
　
5,192,000円

　
⑿
　
医
療
政
策
課
，
医
療
人
材
対
策
室

　
　
�　
委
託
業
務
に
お
い
て
，
執
行
権
限
を
超
え
た
執
行
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
内
部
統
制
に

お
け
る
整
備
上
の
不
備
の
解
消
に
向
け
た
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
�　
委
託
業
務
の
決
裁
に
つ
い
て
，
専
決
区
分
が
部
長
に
属
す
る
と
こ
ろ
，
複
数
年
，
課
長
の
決
裁
に
よ
り
執
行

し
て
い
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
６
件

　
　
　
　
・
業
務
名
及
び
設
計
価
格

　
　
　
　
　
⑴
　
令
和
３
年
度
宮
城
県
ナ
ー
ス
セ
ン
タ
ー
事
業
業
務

　
　
　
　
　
　
　
29,670,657円

　
　
　
　
　
⑵
　
令
和
４
年
度
宮
城
県
ナ
ー
ス
セ
ン
タ
ー
事
業
業
務

　
　
　
　
　
　
　
29,670,657円

　
　
　
　
　
⑶
　
令
和
３
年
度
救
急
医
療
情
報
セ
ン
タ
ー
運
営
事
業
委
託
業
務

　
　
　
　
　
　
　
71,220,600円

　
　
　
　
　
⑷
　
令
和
３
年
度
宮
城
県
こ
ど
も
夜
間
安
心
コ
ー
ル
事
業
委
託
業
務

　
　
　
　
　
　
　
33,564,251円

　
　
　
　
　
⑸
　
令
和
４
年
度
宮
城
県
こ
ど
も
夜
間
安
心
コ
ー
ル
事
業
委
託
業
務

　
　
　
　
　
　
　
33,581,653円

　
　
　
　
　
⑹
　
宮
城
県
お
と
な
救
急
電
話
相
談
事
業
業
務

　
　
　
　
　
　
　
73,531,761円

　
⒀
　
子
ど
も
・
家
庭
支
援
課

　
　
�　
児
童
扶
養
手
当
給
付
費
返
還
金
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理

に
向
け
た
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
令
和
３
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
�4,924,110円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
13,217,510円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
18,141,620円

　
　
　
・
令
和
２
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
���708,980円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
13,095,970円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
13,804,950円

　
⒁
　
雇
用
対
策
課

　
　
�　
補
助
金
等
精
算
返
還
金
等
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
み
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
認
め
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ら
れ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
に
向
け
た
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
１
　
返
還
金
（
延
納
利
息
）

　
　
　
　
・
令
和
３
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
�8,520,029円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
���������0円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
�8,520,029円

　
　
　
２
　
補
助
金
返
還
加
算
金

　
　
　
　
・
令
和
３
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
35,443,430円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
���������0円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
35,443,430円

　
　
　
　
・
令
和
２
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
���������0円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
���209,254円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
���209,254円

　
⒂
　
み
や
ぎ
米
推
進
課

　
　
�　
補
助
金
に
お
い
て
，
上
限
額
を
超
え
た
概
算
払
の
支
出
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
対
策
を

講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
�　
金
の
い
ぶ
き
生
産
支
援
事
業
補
助
金
交
付
要
綱
に
つ
い
て
，
概
算
払
は
交
付
決
定
額
の
８
割
を
上
限
と
す
る

規
定
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
交
付
決
定
額
全
額
を
概
算
払
し
て
い
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
７
件

　
　
　
　
・
金
額
　
15,525,000円

　
⒃
　
農
村
整
備
課

　
　
�　
補
助
金
に
お
い
て
,事
業
主
体
か
ら
請
求
の
あ
っ
た
金
額
と
異
な
る
金
額
で
国
に
対
し
概
算
払
請
求
を
行
っ
て

い
た
も
の
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
内
部
統
制
に
お
け
る
整
備
上
の
不
備
の
解
消
に
向
け
た

対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
件
数
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
件

　
　
　
・
国
へ
の
概
算
払
請
求
額
　
　
70,863,000円

　
　
　
・
町
か
ら
の
概
算
払
請
求
額
　
66,826,000円

　
　
　
・
町
へ
の
概
算
払
額
　
　
　
　
66,826,000円

　
　
　
・
差
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�4,037,000円

　
⒄
　
水
産
業
基
盤
整
備
課
，
漁
港
復
興
推
進
室

　
　
�　
特
別
納
付
金
（
汽
船
除
去
の
行
政
代
執
行
に
係
る
費
用
）
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
収
納

促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
に
向
け
た
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
令
和
３
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
���������0円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
10,507,340円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
10,507,340円

　
　
　
・
令
和
２
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
�6,820,000円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
�3,687,340円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
10,507,340円

　
⒅
　
空
港
臨
空
地
域
課

　
　
�　
国
庫
補
助
事
業
に
お
い
て
,不
適
切
な
事
務
処
理
に
よ
る
県
費
の
持
ち
出
し
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発

し
な
い
よ
う
内
部
統
制
に
お
け
る
整
備
上
の
不
備
の
解
消
に
向
け
た
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
�　
間
接
補
助
事
業
で
あ
る
「
仙
台
空
港
感
染
症
対
策
強
化
支
援
事
業
」
に
お
い
て
，
令
和
４
年
３
月
末
ま
で
に

県
か
ら
補
助
対
象
者
へ
の
補
助
金
交
付
を
完
了
す
る
必
要
が
あ
る
と
こ
ろ
,令
和
４
年
５
月
に
交
付
し
た
た
め
，

国
庫
補
助
事
業
の
対
象
外
と
な
り
,県
費
の
持
ち
出
し
と
な
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
・
補
助
事
業
費
　
79,645,757円

　
　
　
　
・
補
助
金
額
　
　
39,822,878円

（
国
費
２
分
の
１
補
助
）

　
⒆
　
住
宅
課

　
　
�　
県
営
住
宅
使
用
料
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
に
向
け
た
対

策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
令
和
３
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
13,368,900円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
21,666,070円
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合
　
　
計
　
35,034,970円

　
　
　
・
令
和
２
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
�15,534,350円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
�22,124,027円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
�37,658,377円

　
⒇
　
高
校
教
育
課
，
宮
城
丸

　
　
�　
高
等
学
校
等
育
英
奨
学
資
金
貸
付
金
償
還
金
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切

な
債
権
管
理
に
向
け
た
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
令
和
３
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
�72,305,263円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
308,408,123円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
380,713,386円

　
　
　
・
令
和
２
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
�78,538,308円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
277,990,224円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
356,528,532円

　
�
　
高
校
教
育
課
，
宮
城
丸

　
　
�　
需
用
費
に
お
い
て
，
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
内
部
統
制
に
お
け
る
整

備
上
の
不
備
の
解
消
に
向
け
た
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
�　
令
和
４
年
３
月
分
の
コ
ピ
ー
料
金
に
つ
い
て
，
出
納
閉
鎖
後
に
翌
会
計
年
度
予
算
か
ら
支
出
し
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
２
件

　
　
　
　
・
金
額
　
86,545円

　
�
　
保
健
体
育
安
全
課

　
　
�　
需
用
費
に
お
い
て
，
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
内
部
統
制
に
お
け
る
整

備
上
の
不
備
の
解
消
に
向
け
た
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
�　
定
期
刊
行
物
の
支
払
い
に
つ
い
て
，
支
払
遅
延
防
止
法
に
規
定
す
る
支
払
時
期
を
超
過
し
，
か
つ
出
納
閉
鎖

後
に
翌
会
計
年
度
予
算
か
ら
支
出
し
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
１
件

　
　
　
　
・
金
額
　
9,240円


